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３．事故の概要

平成30年9月30日：台風24号通過後の目視点検で、以下の状況を確認した。
・1号機：ブレードAが180°反転、ブレードCの根元部にクラック有り
・2号機：ブレードB及びCの根元部にクラック有り
・非常用発電機：系統停電発生後、非常用発電機が起動し風車の制御電源が継続して確保され

たが、冷却水温度上昇により停止していることを故障表示で確認した。
なお、当社の保安規程で定められた月一回（9月3日実施）の巡視点検及び

試運転（停電模擬試験）では、異常は無かった。
安全対策として、風力発電設備に注意喚起の看板を設置しているが、更なる対策として設備周辺
にトラロープを張り、外部からの進入を制限した。

平成30年10月1日：非常用発電機メーカーによる点検でラジエターの冷却水の減少を確認したため、
冷却水を補充し、単体試験を行い非常用発電機に異常がないことを確認した。
冷却水の減少は、冷却水温度上昇に伴う熱膨張により内部圧力が上昇し、

キャップの安全弁が動作し冷却水が外部へ噴出したと考えられる。

平成30年10月11日：風車メーカーによるブレード点検で新たに以下の状況を確認した。
・1号機：ブレードA根元部の内外部にクラック確認

ブレードBの内部に軽微なクラック確認、外側の損傷なし
・2号機：ブレードAのリーディングエッジ内側にブレード外部からの光を確認、外側の損傷なし

※ブレードのクラックについては、内部からFRPで補修を行い安全対策を施している。
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４．ブレード損傷状況（2号機）
2号機（ブレードB） 2号機（ブレードC）

風上側

風下側

①

②

①

③

①ブレード根本部クラック（左：外側 右：内側）

②ブレード根元部クラック（外側） ③ブレード根元部クラック（内側）

風上側

風下側

①

②

③

③

①ブレード根元部クラック（内側） ②ブレード根元部クラック（外側）

③ブレード根元部クラック（左：内側 右：外側）
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７．ブレード損傷の原因推定

台風通過前は非常用発電機から風車の制御電源が確保され、ヨー制御により常に
正面からの風を受けていたため、ブレードの損傷はなかったものと考えられる。
今回のブレード損傷の原因は、非常用発電機が冷却水温度上昇で停止したことによ

り風車の制御電源が喪失したため、ヨー制御が不能となりナセルが東南東～南東方向
に固定された状態で、台風通過後にナセル右後方から風車の耐風速（クラスⅡ）であ
る59.5m/sを超える風を受けたことにより損傷したものと推定。
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８．非常用発電機停止の原因推定

非常用発電機停止の原因は、非常用発電機の冷却ファン排風口（防風板の上
下）に暴風が直接吹付けたことにより冷却空気の屋外への排気が困難となり、ラジエ
ターの冷却機能が低下し、冷却水温度上昇により非常用発電機が停止したものと推
定。



９．復旧方法

ブレードの修理による復旧は可能ではあるが、輸送と修理による費用を踏まえるとコス
ト高となることや、工期も長期間となることが想定されるため、ブレード取替えにより復旧
する（平成31年5月～6月予定）。




